ふれあい収集事業利用 (しゅうしゅうじぎょうりよう)の手引 (てび)き利用 (りよう)決定後 (けっていご)


この手引 (てび)きは、「ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)実施 (じっし)承認 (しょうにん)通知書 (つうちしょ)」を送付 (そうふ)された方向 (かたむ)けの手引 (てび)きです。利用 (りよう)開始前 (かいしまえ)にこの手引 (てび)きをよくお読 (よ)みいただき、ルール (るーる)に従 (したが)ってご利用 (りよう)ください。

1.対象 (たいしょう)となるごみについて
ごみは６種類 (しゅるい)に分別 (ぶんべつ)し、市 (し)認定 (にんてい)のごみ袋 (ぶくろ)にそれぞれ入 (い)れてください。
	ごみの種類 (しゅるい)
	例 (れい)

	もやせるごみ
	緑色 (みどりいろ)の市 (し)認定 (にんてい)ごみ袋 (ぶくろ)に、紙類 (かみるい)、布類 (ぬのるい)、木 (もく)製品類 (せいひんるい)、生 (なま)ごみなどを入 (い)れてください。

	プラスチック (ぷらすちっく)ごみ
	ピンク (ぴんく)色 (いろ)の市 (し)認定 (にんてい)ごみ袋 (ぶくろ)に、卵 (たまご)パック (ぱっく)、緩衝材 (かんしょうざい)などのプラスチック製 (ぷらすちっくせい)容器 (ようき)包装 (ほうそう)を入 (い)れてください。

	もやせないごみ
	透明 (とうめい)の市 (し)認定 (にんてい)ごみ袋 (ぶくろ)に、金属 (きんぞく)、機械 (きかい)、ゴム (ごむ)、プラスチック (ぷらすちっく)製品 (せいひん)などを入 (い)れてください。

	有害 (ゆうがい)ごみ
	無色 (むしょく)透明 (とうめい)の袋 (ふくろ)または黄色 (きいろ)の「有害 (ゆうがい)ごみ専用 (せんよう)収集 (しゅうしゅう)袋 (ぶくろ)」に、乾電池 (かんでんち)、蛍光管 (けいこうかん)、鏡 (かがみ)、水銀 (すいぎん)体温計 (たいおんけい)を入 (い)れてください。

	資源 (しげん)Ａ
	新聞紙 (しんぶんし)、雑誌 (ざっし)、紙 (かみ)パック (ぱっく)などを、それぞれ分 (わ)けて、十字 (じゅうじ)に縛 (しば)ってください。

	資源 (しげん)Ｂ
	あきかん、あきびん、ペットボトル (ぺっとぼとる)、衣類 (いるい)を、それぞれ分 (わ)けて、無色 (むしょく)透明 (とうめい)の袋 (ふくろ)に入 (い)れてください。



※市 (し)が配布 (はいふ)している「家庭 (かてい)ごみの分 (わ)け方 (かた)・出 (だ)し方 (かた)」に従 (したが)って、それぞれのごみを分 (わ)けて出 (だ)してください。
まとめて
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⚠️ 注意 (ちゅうい)：以下 (いか)のごみは収集 (しゅうしゅう)できません。
· 家 (か)電 (でん)４品 (ひん)目 (もく)（エアコン (えあこん)、テレビ (てれび)、冷蔵庫 (れいぞうこ)・冷凍庫 (れいとうこ)、洗濯機 (せんたくき)・衣類 (いるい)乾燥機 (かんそうき)）
家電 (かでん)小売店 (こうりてん)または㈱鈴 (かぶれい)友 (ゆう)（TEL:059-382-1155）に引取 (ひきと)りをご依頼 (いらい)ください。
· 粗大 (そだい)ごみ 
粗大 (そだい)ごみ受付 (うけつけ)センター (せんたー)（TEL:059-382-7646）に戸別 (こべつ)収集 (しゅうしゅう)（有料 (ゆうりょう)）をお申 (もう)し込 (こ)みください。
· 危険物 (きけんぶつ)・適正 (てきせい)処理 (しょり)困難物 (こんなんぶつ)（自動車 (じどうしゃ)・バイク用 (ばいくよう)タイヤ (たいや)、消火器 (しょうかき)、ペンキ (ぺんき)、ガソリン (がそりん)、火薬 (かやく)、農薬 (のうやく)、劇薬 (げきやく)、プロパンガスボンベ (ぷろぱんがすぼんべ)、注射 (ちゅうしゃ)針 (ばり)など）
購入店 (こうにゅうてん)や製造 (せいぞう)業者 (ぎょうしゃ)、専門 (せんもん)の処理 (しょり)業者 (ぎょうしゃ)にご相 (そう)談 (だん)ください。
· 正 (ただ)しく分 (ぶん)別 (べつ)されていないごみ
· 散乱 (さんらん)したごみ
· 利用者 (りようしゃ)以外 (いがい)が出 (だ)したごみ
· 事業 (じぎょう)ごみや業者 (ぎょうしゃ)による家屋 (かおく)の解体 (かいたい)・増 (ぞう)改築 (かいちく)等 (とう)によって発生 (はっせい)したごみ
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2. ごみの出 (だ)し方 (かた)
必 (かなら)ず守 (まも)ってください。
· 朝 (あさ)９時 (じ)までに出 (だ)してください。
　※前 (ぜん)日 (じつ)でもお出 (だ)しいただけますが、近隣 (きんりん)の方 (かた)のご迷 (めい)惑 (わく)にならないよう、また散乱 (さんらん)しないよう、十 (じゅう)分 (ぶん)ご配 (はい)慮 (りょ)ください。

· 申込 (もうしこみ)時 (じ)に決 (き)めたごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)に出 (だ)してください。　

· ごみは「家庭 (かてい)ごみの分 (わ)け方 (かた)・出 (だ)し方 (かた)」のとおり分別 (ぶんべつ)して、市 (し)認定 (にんてい)のごみ袋 (ぶくろ)にそれぞれ入 (い)れてください。

· 有害 (ゆうがい)ごみは、無色 (むしょく)透明 (とうめい)の袋 (ふくろ)または「有害 (ゆうがい)ごみ専用 (せんよう)収集 (しゅうしゅう)袋 (ぶくろ)」を使用 (しよう)してください。

· 資源 (しげん)ごみＡはそれぞれ分 (わ)けて十字 (じゅうじ)に縛 (しば)ってください。資源 (しげん)ごみＢも、あきかん・あきびん・ペットボトル (ぺっとぼとる)・衣類 (いるい)をそれぞれ分 (わ)けて、無色 (むしょく)透明 (とうめい)の中身 (なかみ)の見 (み)える袋 (ふくろ)に入 (い)れてください。

⚠️ 注意 (ちゅうい)
· 一度 (いちど)収集 (しゅうしゅう)したごみは返却 (へんきゃく)できません。

· 指定 (してい)のごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)以外 (いがい)にあるごみは収集 (しゅうしゅう)できません。





3.ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)の管理 (かんり)
· 「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)設置 (せっち)基準 (きじゅん)」をよくお読 (よ)みください。

· 近隣 (きんりん)の方 (かた)の迷惑 (めいわく)にならないよう悪臭 (あくしゅう)、害虫 (がいちゅう)、害獣 (がいじゅう)への対策 (たいさく)を徹底 (てってい)してください。　
※鳥獣 (ちょうじゅう)や強風 (きょうふう)等 (とう)によるごみの散乱 (さんらん)や、悪臭 (あくしゅう)等 (とう)による近所 (きんじょ)トラブル (とらぶる)について、市 (し)では一切 (いっさい)の責任 (せきにん)を負 (お)いません。

· 散乱 (さんらん)したごみは収集 (しゅうしゅう)できません。
※ごみの散乱 (さんらん)を防 (ふせ)ぐため、原則 (げんそく)ポリバケツ (ぽりばけつ)などの蓋付 (ふたつ)き容器 (ようき)またはネット (ねっと)をご準備 (じゅんび)ください。購入 (こうにゅう)及 (およ)び維持 (いじ)管理 (かんり)は、利用者 (りようしゃ)自身 (じしん)の負担 (ふたん)と責任 (せきにん)において、適切 (てきせつ)に行 (おこな)ってください。ご準備 (じゅんび)できない場合 (ばあい)は、廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)へ事前 (じぜん)に相談 (そうだん)してください。

· ポリバケツ (ぽりばけつ)などに貼 (は)る、ふれあい収集 (しゅうしゅう)とわかるステッカー (すてっかー)を配布 (はいふ)していますので、必要 (ひつよう)な方 (かた)は廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)へご連絡 (れんらく)ください。

· ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)を変更 (へんこう)する場合 (ばあい)は、事前 (じぜん)に廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)にご相 (そう)談 (だん)ください。
※共同 (きょうどう)住宅 (じゅうたく)の場合 (ばあい)は、あらかじめ管理者 (かんりしゃ)と協議 (きょうぎ)し、承諾書 (しょうだくしょ)をもらってください。

[image: ][image: C:\Users\2977\Desktop\gomisuteba_net.png][image: ]


ネット
ポリバケツ



[bookmark: _GoBack]

4.収集 (しゅうしゅう)日時 (にちじ)と料金 (りょうきん)
	項目 (こうもく)
	内容 (ないよう)

	収集 (しゅうしゅう)日 (び)
	「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)実施 (じっし)承認 (しょうにん)通知書 (つうちしょ)」をご確 (かく)認 (にん)ください（週 (しゅう)１回 (かい)。土曜日 (どようび)、日曜日 (にちようび)、１２月 (がつ)２９日 (にち)から翌年 (よくとし)１月 (がつ)３日 (か)までの日 (ひ)を除 (のぞ)く）。

	時間
	原則 (げんそく)、朝 (あさ)９時 (じ)までにお出 (おだ)しください（「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)実施 (じっし)承認 (しょうにん)通知書 (つうちしょ)」に、収集 (しゅうしゅう)に伺う (うかがう)おおよその時間 (じかん)を記載 (きさい)しています）。

	排出場所
	申込 (もうしこみ)時 (じ)に決 (き)めた指 (し)定 (てい)場 (ば)所 (しょ)

	収集利用料金
	無料 (むりょう)です。ただし、ポリバケツ (ぽりばけつ)やネット (ねっと)にかかる費用 (ひよう)は、利用者 (りようしゃ)自身 (じしん)の負担 (ふたん)となります。


⛅ 悪 (あく)天候 (てんこう)時 (じ)（大雨 (おおあめ)、雪 (ゆき)、台風 (たいふう)接近 (せっきん)など）には、道路 (どうろ)の状況 (じょうきょう)等 (とう)により収集 (しゅうしゅう)できない場合 (ばあい)がありますので、ご了承 (りょうしょう)ください。

5.利用者 (りようしゃ)の変更 (へんこう)・中止 (ちゅうし)
✍️ 変更 (へんこう)申込 (もうしこみ)が必要 (ひつよう)な場合 (ばあい)
以下 (いか)の内容 (ないよう)に変更 (へんこう)があった場合 (ばあい)は、「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)変更 (へんこう)申込書 (もうしこみしょ)」を速 (すみ)やかに提 (てい)出 (しゅつ)してください。
・住所 (じゅうしょ)または居住地 (きょじゅうち)　　　　　　　　・世帯 (せたい)構成 (こうせい)　
・要介護 (ようかいご)状態 (じょうたい)区分 (くぶん)　　　　　　　　　・障 (しょう)がいの程度 (ていど)
・緊急 (きんきゅう)連絡先 (れんらくさき)
⚠️ 変更 (へんこう)内容 (ないよう)によっては再審査 (さいしんさ)が必要 (ひつよう)です


♯ふれあい収集 (しゅうしゅう)を中止 (ちゅうし)する場合 (ばあい)
社会 (しゃかい)福祉 (ふくし)施設 (しせつ)や病院 (びょういん)に入所 (にゅうしょ)または入院 (にゅういん)する場合 (ばあい)など、ふれあい収集 (しゅうしゅう)が不要 (ふよう)になった際 (さい)は「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)辞退 (じたい)報告書 (ほうこくしょ)」を提出 (ていしゅつ)してください。

🚫 自動的 (じどうてき)に解除 (かいじょ)される場合 (ばあい)
以下 (いか)の場合 (ばあい)は、自動的 (じどうてき)にふれあい収集 (しゅうしゅう)の利用 (りよう)が解除 (かいじょ)されます。

· 利用者 (りようしゃ)が死亡 (しぼう)または転出 (てんしゅつ)したことが判明 (はんめい)した場合 (ばあい)

· 申込 (もうしこみ)内容 (ないよう)に変更 (へんこう)があったのに「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)変更 (へんこう)申込書 (もうしこみしょ)」を提出 (ていしゅつ)しなかった場合 (ばあい)

· ごみ排出 (はいしゅつ)場所 (ばしょ)の維持 (いじ)管理 (かんり)について、廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)の指導 (しどう)や要請 (ようせい)に従 (したが)わなかった場合 (ばあい)

· 申込 (もうしこみ)内容 (ないよう)に虚偽 (きょぎ)が認められた (みとめられた)場合 (ばあい)

· 市 (し)の分別 (ぶんべつ)指導 (しどう)に従 (したが)わない場合 (ばあい)

· その他 (た)、市 (し)が利用 (りよう)を不適当 (ふてきとう)と認 (みと)めた場合 (ばあい)

6.複 (ふく)数回 (すうかい)連続 (れんぞく)でごみの排出 (はいしゅつ)が確認 (かくにん)できない場合 (ばあい)
　廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)への連絡 (れんらく)なしに2回 (かい)連続 (れんぞく)でごみの排出 (はいしゅつ)がない場合 (ばあい)や、不審 (ふしん)な点 (てん)があった場合 (ばあい)は、廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)から担当 (たんとう)の福祉 (ふくし)部局 (ぶきょく)へ情報 (じょうほう)共有 (きょうゆう)を行います。

3回 (かい)連続 (れんぞく)でごみの排出 (はいしゅつ)が確認 (かくにん)できないときは、利用 (りよう)確認書 (かくにんしょ)を送付 (そうふ)し、ふれあい収集 (しゅうしゅう)を停止 (ていし)します。引 (ひ)き続 (つづ)き当事業 (とうじぎょう)を利用 (りよう)したい場合 (ばあい)は、早急 (さっきゅう)に利用 (りよう)確認書 (かくにんしょ)を記載 (きさい)の上 (うえ)、返送 (へんそう)してください。

住所 (じゅうしょ)などの申込 (もうしこみ)内容 (ないよう)に変更 (へんこう)がある場合 (ばあい)は、「鈴鹿市 (すずかし)ふれあい収集 (しゅうしゅう)事業 (じぎょう)変更 (へんこう)申込書 (もうしこみしょ)」を、ふれあい収集 (しゅうしゅう)が不要 (ふよう)な場合 (ばあい)は「鈴鹿市ふれあい収集事業辞退報告書」を提出してください。

[bookmark: _Hlk217315756]利用 (りよう)確認書 (かくにんしょ)を2回 (かい)送付 (そうふ)しても居住 (きょじゅう)が確認 (かくにん)できない場合 (ばあい)は、ふれあい収集 (しゅうしゅう)の利用 (りよう)を解除 (かいじょ)します。

❖問 (と)い合 (あ)わせ先 (さき)❖
	ごみの収集 (しゅうしゅう)・変更 (へんこう)等 (とう)の
申込 (もうしこみ)に関 (かん)すること
	廃棄物 (はいきぶつ)対策課 (たいさくか)
📞TEL：059-382-7609　 　
📠FAX：059-382-2214

	対象者 (たいしょうしゃ)に関 (かん)すること
	高齢者 (こうれいしゃ)等 (とう)の方 (かた)… (・・・)長寿 (ちょうじゅ)社会課 (しゃかいか)
📞TEL：059-382-9886　　 
📠FAX：059-382-7607

	
	障 (しょう)がい者 (しゃ)の方 (かた)… (・・・)障 (しょう)がい福祉課 (ふくしか)
📞TEL：059-382-7626　　 
📠FAX：059-382-7607


※個人 (こじん)情報 (じょうほう)に関 (かん)することなど、内容 (ないよう)によっては、本人 (ほんにん)やご家族以外 (いがい)の方 (かた)にはお答 (こた)えできない場合 (ばあい)があります。
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